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地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第２項及び第４項の規定に基づ

く監査を実施したので、同条第９項の規定により監査の結果に関する報告を別紙のと

おり公表する。 
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平成２３年度定期及び行政監査の結果に関する報告について（提出） 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第２項及び第４項の規定に基づ

き監査を実施したので、同条第９項の規定により監査の結果を報告する。 

 

記 

 

１ 監査の対象箇所 

   福祉保健部子育て支援課所管の以下の各保育園 

   （１）余  川保育園 

   （２）上  原保育園 

   （３）あ お ば保育園 

   （４）八   幡保育園 

   （５）五 日 町保育園 

   （６）四 十 日保育園 

   （７）  宮  保育園 

   （８）西五十沢保育園 

 

２ 監査の対象事項 

  （１）平成２３年度予算執行状況（配当予算）について 

  （２）保育園の管理運営状況（施設保守、安全対策等）について 

  （３）修繕工事等の実施状況について 

  （４）職員の時間外勤務及び臨時職員雇用状況について 

  

３ 監査の基本方針 

   財務に関する事務の執行が、法令等の定めるところにより適正に行われている 

  かを基本とし、経済性、効率性及び安全管理の観点にも留意して、監査を実施し 

  た。 

 

４ 監査の実施期間 

   平成２４年２月７日から平成２４年２月１４日まで 

 

 



５ 監査の方法 

 監査の実施にあたっては、担当課から提出された資料及び各保育園で提示のあ 

った関係書類等を試査により調査するとともに、関係職員からの説明を聴取する  

などの方法で実施した。 

 

６ 監査結果 

  （１）財務に関する事務の執行は概ね適正に処理されているものと認められた。 

  （２）保育園の運営及び施設等は、概ね適切に管理されているものと認められた。 

  （３）監査の際に見受けられた軽微な事項については、口頭で改善又は検討を 

    要望した。 


